
役場建設課上下水道係　☎82-1001（内線155・157）お問い合わせ

今号のテーマ 平成30年度の

主な委託業務（水道）

委託業務とは…

▲

平成30年度 水道会計委託業務　※太枠内の業務を、写真にてご紹介します。

委託金額合計：33,836,400円

▲

底版沈殿物の吸引、回収、清掃

調査・底面清掃用ロボット

▲

「ザリガニくん」　

LED照明

カメラ

吸引部

ホース接続口

ゴムローラー

豊富町簡易水道事業

水質検査委託業務

委託業務名 契約金額

1,706,400円

2,505,600円

1,998,000円

22,032,000円

5,594,400円

概要 解説

簡易水道施設配水池等清掃

委託業務（ロボット清掃）

水道管路台帳

整備作成委託業務

豊徳地区営農飲雑用

水測量設計委託業務

簡易水道事業
アセットマネジメント・
資産台帳作成委託業務

雇用されるのではなく、対等の立場で専門的な業務の依頼を受

けて、仕事の内容ごとに契約を結んで働く業務です。

　上下水道係（水道会計）が平成30年度の入札予定に基づいて、発注した委託業務をご紹介します。

簡易水道事業水質検査

一式（水源別、各4地区）

簡易水道施設配水池ロボット

清掃等（兜沼、万願山、庄内）

水道管路台帳修正、H17

～H29までの資料精査

豊徳2号幹線・3号幹線

水道管移設設計測量

アセットマネジメント計

画策定、資産台帳整備

例月でおこなっている、水道水の水

質検査

水道を止めずにできる、最先端の配

水池ロボット清掃等

平成17年度以降の水道管路台帳へ

の反映作業など

3.64km配水管路山の上の水道管

を、道路沿いへの移設設計測量

設備台帳整備をおこない、老朽化し
た設備と管路の重要度・優先度を考
慮した計画的な更新計画の策定

上下水道情報

平成30年度 工事等入札結果表

（平成30年11月16日～平成31年1月15日まで）〈落札価格250万円以上〉

入札年月日

H30.12.19 町民センタートイレ洋式化改修工事 5,800千円 ㈱佐々木組 教育委員会 豊富市街

事業名 落札価格（千円） 落札業者名 担当課 工事住所

凍結の際には「豊富町給水装置工事指定業者」へ依頼してください。

「豊富町給水装置工事指定業者」は、(有)豊富水道・安藤管工設備(有)・恵菱設備（株）です。
お知らせ

豊 富 町 役 場 か ら の お 知 ら せ

　後期高齢者医療制度のお知らせ

■高額介護合算療養費について

自己負担限度額表

●還付申告 ～3月15日（金）まで    ●確定申告 2月18（月）～3月15日（金）まで

役場2階第2会議室

■申告に必要なもの

該当者

負担割合 区分 自己負担額の合計の基準額

3割

1割

現役並み所得者

 一般

住民税非課税世帯
区 分 Ⅱ（※１）

区 分 Ⅰ（※２）

５６万円

31万円

19万円

【課税所得690万円以上】２１２万円

【課税所得380万円以上】１４１万円

【課税所得145万円以上】  ６７万円

【１年分の自己負担額の計算期間：８月１日～翌年７月３１日】

　医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。

　同じ世帯の被保険者が、１年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を

超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度および介護保険から支給されます。なお、手続きには市町

村窓口への申請が必要となります。

平成30年分の所得税に係る確定申告を次の日程で受付します。

ア．平成30年中に年末調整をされていない方

イ．2か所以上から給与の支払いを受け、申告が必要な方

ウ．年末調整後に扶養などに変更があった方

エ．平成30年中に医療費を一定額以上支払った方

オ．その他の理由で申告することが必要な方

●源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票（会社などで交付されます）　●印鑑　

●還付を受ける場合は金融機関の口座番号　●医療費控除を受けられる方は、平成30年中に支払った医療費控除の明細書

●生命保険料、地震保険料などの控除証明書　●国保税、国民年金、社会保険料などの領収書

●身体障害者手帳　●マイナンバーのわかるもの（マイナンバーカードまたは通知カード+運転免許証 など）

※写真表示のない身分証明書などにより身元確認をおこなう場合は、2種類以上の身分証明書が必要です。

●その他（必要に応じて）

●後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが０円の場合は対象となりません。

●支給額が５００円以下の場合は支給されません。

※１  世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方

※２  世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が０円（公的年金収入のみの場合、その受給額が８０万円以下）、または老齢福祉年金を受給している方

平成30年分所得税確定申告

北海道後期高齢者医療広域連合　☎０１１‐２９０‐５６０１

役場保健推進課保険給付係　　　☎８２-１００１（内線１３２）

お問い合わせ

役場総務課税務係　☎82-1001（内線290・291）お問い合わせ

受付期間

受付場所
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